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設 置 基 準 令28の２

令別表第１項目

防火対象物

(
くわしくは

⇨13-1∼3 )
下記条件の場合設置 緩 和

（１）
イ� 劇 場 等

地階の床面積合計≧700㎡

〔設置免除される場合〕

送水口を附置したスプリンクラー

設備・水噴霧消火設備・泡消火設

備・不活性ガス消火設備・ハロゲ

ン化物消火設備又は粉末消火設備

を設置したときは，それらの設備

の有効範囲内の部分には，連結散

水設備を設置しないことができ

る。また，連結送水管を令29条に

より設置した場合で，かつ排煙設

備を令28条により設置した部分又

は規29条に適合する部分について

は，連結散水設備を設置しないこ

とができる。

（令28の２）

〔
散水ヘッドを設置する

ことを要しない部分 〕
�浴室，便所その他これらに類す

る場所

�エレベーターの昇降路，リネン

シュート，パイプダクトその他

これらに類する部分

�発電機，変圧器その他これらに

類する電気設備が設置されてい

る場所

�特定主要構造部を耐火構造とし

た防火対象物のうち，耐火構造

の壁・床又は自動閉鎖の防火設

備である防火戸で区画された床

面積50㎡以下の部分

�特定主要構造部を耐火構造とし

た防火対象物のうち，耐火構造

の壁・床又は自動閉鎖の特定防

火設備である防火戸で区画され

た部分で，エレベーター機械

室・機械換気設備の機械室その

他これらに類する室又は通信機

器・電子計算機室その他これら

に類する室の用途に供される部

分

（規30の２）

ロ� 集 会 場 等

（２）

イ� キャバレー等

ロ� 遊 技 場 等

ハ�
性風俗関連特殊
営 業 店 舗 等

ニ� カラオケボックス等

（３）
イ� 料 理 店 等

ロ� 飲 食 店

（４） � 百 貨 店 等

（５）
イ� 旅 館 等

ロ 共 同 住 宅 等

（６）

イ� 病 院 等

ロ� 老人短期入所施設等

ハ� 老人デイサービスセンター等

ニ� 特別支援学校等

（７） 学 校 等

（８） 図 書 館 等

（９）
イ� 蒸 気 浴 場 等

ロ 一 般 浴 場

（10） 車 両 停 車 場

（11） 神 社 等

（12）
イ 工 場 等

ロ ス タ ジ オ 等

（13）
イ 車 庫 等

ロ 特 殊 格 納 庫

（14） 倉 庫

（15） 前 各 項 以 外

（16）
イ�

特 定 用 途 の
存 す る 複 合 ※１

ロ イ以外の複合用途

（16の２） � 地 下 街 延べ面積≧700㎡

（16の３） � 準 地 下 街

（17） 文 化 財 地階の床面積合計≧700㎡

（18） ア ー ケ ー ド

（備考） 上表中黄色部分は設置すべき条件，無地は関係なし（必要なしの意味）

�＝特定防火対象物（法17の２の５ ２ ４）

総合操作盤の設置⇨54-1∼10

※１ 各用途部分の設置基準に従って設置する。

連 結 散 水 設 備
消防用
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概要・基本的な考え方

長崎県の認知症高齢者グループホームにおける火災を受けた消防法施行令の一部を改正する政令（Ｈ．

19政179)等及び兵庫県のカラオケボックスにおける火災を受けた消防法施行令の一部を改正する政令

（Ｈ．20政215）等により，新たに自動火災報知設備が義務づけられることとなった小規模な施設にお

いて，令29条の４として，通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる防

火安全性能を有する消防の用に供する設備等の基準について省令及び告示が定められたものである。

�基準の適用範囲の考え方（⇨59-1）

次に掲げる防火対象物又はその部分

ア．延面積又は床面積が300㎡未満の防火対象物又はその部分のうち，令21条１項（３号から６号ま

で，８号，11号，12号，14号及び15号を除く。）に掲げるもの

イ．延面積が300㎡以上の防火対象物又はその部分のうち，次に掲げるもの

① 規13条１項２号に規定する小規模特定用途複合防火対象物（令21条１項７号及び８号に掲

げる防火対象物を除く。）であって，次に掲げる防火対象物の用途に供される部分（令21条

１項５号，11号，12号，14号及び15号に掲げる防火対象物の部分を除く。）及び規23条４項

１号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないもの

� 令別表第１⑵項ニ，⑸項イ並びに⑹項イ⑴から⑶まで及び⑹項ロに掲げる防火対象物

� 令別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ，又は宿泊させるものに限る。）

� 令別表第１⑼項イに掲げる防火対象物（延べ面積が200㎡以上のものに限る。）

� 令別表第１⑵項又は⑶項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で，当該用途に供される

部分の床面積の合計が100㎡以上のもの

� �から�までに掲げるもののほか，令別表第１に掲げる防火対象物の地階又は２階以上

の階のうち，駐車の用に供する部分の存する階（駐車する全ての車両が同時に屋外に出

ることができる構造の階を除く。）で，当該部分の床面積が200㎡以上300㎡未満のもの

② 延面積が300㎡以上500㎡未満のもので，⑸項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される

部分が存しないもの（⑸項イに掲げる用途に供される部分の床面積が300㎡未満のものに

限る。）

�延べ面積が300㎡未満の防火対象物
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⒂項

⒂項

特定一階段等防火対象物

特定小規模施設における必要とされる防火
安全性能を有する消防の用に供する設備等

消防用
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令和7年10月1日施行の消防法施行令の改正による別表第
１への「就労選択支援」の追加､令和7年7月30日施行の
消防法施行規則の改正に基づくスプリンクラー設備の水
源の水量についての補正を行いました。

また､令和7年5月15日施行の危険物の規制に関する政令及び危険物の規
制に関する規則の改正に基づく消火設備の基準に係る特例規定の整備に
ついて補正を行うとともに､行政実例の追加等を行いました。
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